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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）上面、下面、および接着剤を備えており、皮膚の外傷の領域の周囲をシールする
ように構成および設定された可撓シーラント構造、
　（ｂ）前記可撓シーラント構造へと接続され、前記可撓シーラント構造と共同して皮膚
の外傷の領域に連通した導管を形成し、該導管に沿って圧力を分布させるように構成され
た収集構造、
　（ｃ）皮膚の外傷の領域を下げられた圧力に曝すために、前記導管と皮膚の外傷の領域
との間の連絡をもたらす通路、
　（ｄ）互いに離れる方向に弾性的に引き伸ばされるように構成された対向フラップを有
する弾性構造であって、前記弾性構造は、皮膚外傷切開の両側にある傷口縁に伸ばした状
態で取り付けられるように構成されており、該取り付けた状態で前記皮膚外傷切開の両側
にある傷口縁を互いに接近させるように押す弾性構造と、
　（ｅ）前記収集構造の内部空間に流体連通した吸引ポート、を備えている創傷治療装置
。
【請求項２】
　吸引源をさらに備えており、該吸引源が、前記収集構造と一体に形成され、一定力のば
ねと、摺動シールと、該吸引源の内圧の水準とは無関係な固定の外形とを備えている請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記収集構造が、第１の端部および第２の端部を備える可撓収集チューブであり、前記
通路が、前記収集チューブの第１および第２の端部の間で長手方向に間隔を空けて位置し
ている複数の通路を含んでいる請求項１に記載に装置。
【請求項４】
　吸引源をさらに備えており、該吸引源が、前記導管と流体連通するように構成されてお
り、前記導管の内部の圧力の水準を下げるようにさらに構成されている請求項１に記載の
装置。
【請求項５】
　前記吸引源が、前記導管の内部に位置する空気の体積を強制的に膨張させるように構成
されている請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記収集構造が、ワンウェイ・フロー・バルブを備えており、該ワンウェイ・フロー・
バルブが、前記収集構造の排気を促進するように構成および設定されている請求項１に記
載の装置。
【請求項７】
　約０．００１～約１気圧の間の下げられた圧力をもたらすように構成および設定された
請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　コンタクト層をさらに備えており、該コンタクト層が、前記収集構造に流体連通するよ
うに構成されている請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記コンタクト層が、剤を届けるための媒体として機能するように構成および設定され
ており、前記剤が、治癒のプロセスを改善するように構成および設定されている請求項８
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記収集構造、前記コンタクト層、および前記シーラント構造のうちの少なくとも１つ
が、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の長さに合うように構成および設定される
請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記収集構造が、一体化された支持構造を備えており、該支持構造が、ユーザが前記収
　集構造を選択された形態へと形作ることを可能にするように構成されている請求項１に
記載の装置。
【請求項１２】
　前記シーラント構造が、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域に張力の支持を提供
するように構成および設定されており、前記張力の支持が、機械的な張力を軽減する請求
項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記収集構造が、少なくとも１つの個別の収集部材を皮膚の外傷の領域に流体連通させ
て有している可撓チューブを備えており、該可撓チューブが、皮膚の外傷の領域の表面の
形態の変化に応答して変形するように構成されている請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記収集構造が、一連の開口を備えており、該一連の開口が、前記収集チャンバと皮膚
の外傷の領域との間に流体連通をもたらすように構成されている請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記収集構造が、二連チャンバ収集チャンバであり、該二連チャンバ収集チャンバが、
第１のチャンバおよび第２のチャンバで構成され、該第１および第２のチャンバが互いに
流体連通している請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第２のチャンバが、非動力の調節および駆動機構を備えている請求項１５に記載の
装置。
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【請求項１７】
　前記第２のチャンバが、前記密閉されたチャンバと前記二連チャンバ収集チャンバとの
間で共有される空間の合同の容積に位置する空気の体積を膨張させるように構成および設
定されている請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第２のチャンバが、往復運動機構を備えている請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　当該装置が皮膚へと配置されたときに、前記シーラント構造の少なくとも一部分が前記
収集構造の上に位置する請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　当該装置が皮膚へと配置されたときに、前記シーラント構造の少なくとも一部分が前記
収集構造の直下に位置する請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
関連出願
　本出願は、２００７年１０月１１日付の米国特許仮出願第６０／９７９，３１５号につ
いて、米国特許法第１１９条（ｅ）の優先権を主張し、この米国特許仮出願は、その全体
がここでの言及によって本明細書に援用される。
【０００２】
　何百万もの切開の縫合（外科的または非外科的）が、毎年行われており、診療所での処
置および外来手術センターから伝統的な入院の環境までのさまざまな環境で行われている
。これらの切開の術後の処置はさまざまであってよいが、ガーゼ、包帯、およびテープの
単純な使用を含むことができる。さらに、縫合前の傷の洗浄および細心の無菌技法も推奨
されている。侵襲的な手技および手術の後の傷の感染が、患者にとって、例えば腹部の手
術においては１０％にもなりうる潜在的な危険を呈する。傷の感染は、患者、医師、およ
び病院にとってかなりの罹患率であり、納税者および他の支払人にとって高価につく可能
性がある。傷の感染の患者は、抗生物質の静脈内投与、長期にわたる入院、傷の開放、お
よび包帯の交換を必要とする可能性があり、一部は創傷離開および腸管皮膚瘻の発生へと
進行する可能性がある。術前の予防的抗生剤が、術後の傷の感染を減らすことが示されて
いるが、術後の抗生剤はそのようでない。
【発明の概要】
【０００３】
　ここで、手術によって縫合された切開を治療するための装置が提供される。本明細書に
おいて提示される装置の一実施形態においては、装置が、シーラント層および収集チャン
バを備える。いくつかの実施形態においては、シーラント層を、皮膚の外傷の手術によっ
て縫合された領域の周囲にシールを生成して、密閉された囲いまたは空間を形成するよう
に構成および設定できる。さらに、収集チャンバを、シーラント層によって生成された密
閉された囲いまたは空間の少なくとも一部分の全体に圧力変化を分布させるように構成ま
たは設定することができる。
【０００４】
　さらに、縫合済みの切開を治療するための装置であって、吸引源をさらに備えている装
置が、本明細書に提示される。吸引源を、密閉された囲いに流体連通させることができる
。この装置のいくつかの実施形態においては、吸引源を、密閉された囲いの内側に位置す
る圧力の水準を下げるように構成および設定することができる。いくつかの実施形態にお
いては、装置がコンタクト層を備えることができる。コンタクト層を、装置の収集チャン
バに連通するように構成および設定することができる。いくつかの実施形態においては、
コンタクト層が、収集チャンバとの流体連通を可能にする導管または開口を有している。
【０００５】
　この装置のさらなる実施形態において、装置は、保護層を備えることができる。保護層
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を、コンタクト層を皮膚の外傷の手術によって縫合された領域へと添えるために使用する
ことができる。保護層が使用される実施形態においては、さらに保護層を、皮膚の外傷の
手術によって縫合された領域に隣接する皮膚を保護するように構成および設定することが
できる。
【０００６】
　さらに、収集チャンバを備える縫合済みの切開の治療装置が、本明細書において提示さ
れる。いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、収集チャンバを装置において使
用する前に、あらかじめ排気された状態であってよい。いくつかの実施形態においては、
収集チャンバが、ユーザまたは医療提供者によって変形可能または曲げ可能である。さら
なる実施形態においては、収集チャンバが、可撓チューブを含んでいる。可撓チューブを
、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の表面の形態の変化に応答して変形し、ある
いは曲がるように構成することができる。
【０００７】
　本明細書に記載の装置のさらなる実施形態においては、収集チャンバが、浸出液または
他の適切な物質を収集するための個別の収集部材を有する可撓チューブを備えている。い
くつかの実施形態においては、可撓チューブが、ただ１つの個別の収集部材を備えるが、
他の実施形態においては、可撓チューブが、２つ以上の個別の収集部材を備える。個別の
収集チャンバのうちの少なくとも１つを、可撓管に流体連通させることができる。例えば
、個別の収集部材を、可撓管に連通させることができる。少なくとも２つの個別の収集部
材が使用される実施形態においては、個別の収集部材を他の個別の収集部材に連通させる
ことができ、可撓管からなる部分によって隔てることができる。いくつかの実施形態にお
いては、個別の収集部材のうちの２つ以上を、互いに流体連通させることができる。いく
つかの実施形態において、可撓管および個別の収集部材が、シーラント層と一体化される
ように構成および設定される一方で、他の実施形態においては、個別の収集部材のみがシ
ーラント層と一体化されるように構成および設定され、可撓管はその限りでない。本明細
書に提示される収集チャンバのさらなる実施形態においては、収集チャンバが、一連の開
口を備えることができる。そのような実施形態においては、一連の開口が、収集チャンバ
と皮膚の外傷の手術によって縫合された領域との間に流体連通をもたらすように構成およ
び設定される。
【０００８】
　いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、収集チャンバの壁へと一体化された
支持体を備えている。支持構造を、ユーザが収集チャンバを特定の形態へと形付けること
ができるように構成および設定することができる。さらには、支持構造は、少なくともユ
ーザが新たな形態を望むまで、特定の形態を維持し、あるいは特定の形態の変化に抵抗す
ることができる。
【０００９】
　いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、好ましくはワンウェイ・フロー・バ
ルブを備えている。いくつかの実施形態において、ワンウェイ・フロー・バルブが、収集
チャンバを空にすることを容易にするように構成および設定されている。さらに、ワンウ
ェイ・フロー・バルブを、収集チャンバ内の下げられた圧力レベルの再生成を容易にし、
さらには／あるいは収集チャンバを元のあらかじめ排気された状態に戻すように、構成お
よび設定することができる。
【００１０】
　いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、二連チャンバ収集チャンバであって
よい。例えば、二連チャンバ収集チャンバは、互いに連通した第１のチャンバおよび第２
のチャンバを備えることができる。いくつかの実施形態においては、第２のチャンバが、
駆動および／または調節機構をさらに備えることができる。駆動および／または調節機構
は、非駆動または受動の駆動機構であってよい。そのような実施形態においては、第２の
チャンバが、密閉された囲いと二連チャンバ収集チャンバとの間で共有される空間の合同
の容積に位置する空気の体積を膨張させるように構成および設定される。いくつかの実施
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形態においては、二連チャンバ収集チャンバが、往復運動機構を備えている。
【００１１】
　上述のように、装置は、コンタクト層をさらに備えることができる。コンタクト層は、
治癒のプロセスを補う１つ以上の剤を届けるための媒体として機能することができる。い
くつかの実施形態においては、剤が、薬剤または生物剤を含むことができる。いくつかの
実施形態においては、コンタクト層が、多孔性の外科処置インターフェイスである。
【００１２】
　いくつかの実施形態においては、創傷治療装置を、皮膚の外傷の手術によって縫合され
た領域の長さに沿うように構成および設定することができる。他の実施形態においては、
創傷治療装置を、所望のサイズに切断することができる。いくつかの例では、創傷治療装
置の収集チャンバが、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の長さに沿うように構成
および設定される。他の例では、コンタクト層および／またはシーラント層を、皮膚の外
傷の手術によって縫合された領域の長さに沿うように構成することができる。いくつかの
実施形態においては、シーラント層を、半剛体であるように構成することができる。その
ような実施形態においては、シーラント層を、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域
に張力の支持を提供するように構成することができる。そのような実施形態においては、
シーラント層を、機械的な張力を軽減するように構成することができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態においては、さらに装置が、吸収ビーズまたは他の吸収構造を備え
ることができる。いくつかの実施形態においては、さらに装置が、抗菌薬を含むことがで
きる。いくつかの実施形態においては、装置が空にされるように構成され、さらには再排
気されるように構成される。いくつかの実施形態においては、装置が、約０．００１～約
１気圧の間の下げられた圧力をもたらすように構成される。いくつかの実施形態において
、シーラント層の下方の大気圧の水準を、約０．００１ａｔｍまたはそれ以上まで下げる
ことができるが、他の実施形態においては約０．００５ａｔｍ、約０．０１ａｔｍ、約０
．０５ａｔｍ、約０．１ａｔｍ、約０．２ａｔｍ、約０．５ａｔｍ、約０．７ａｔｍ、ま
たは約０．９ａｔｍへと下げることができる。いくつかの実施形態においては、シーラン
ト層の下方の大気圧を、約０．８ａｔｍ未満、約０．７ａｔｍ、約０．６ａｔｍ、約０．
４ａｔｍ、約０．３ａｔｍ、約０．２ａｔｍ、約０．１ａｔｍ、約０．０７ａｔｍ、約０
．０３ａｔｍ、約０．００７ａｔｍ、または約０．００３ａｔｍ未満へと下げられる。
【００１４】
　本明細書に提示される装置のいくつかの実施形態において、コンタクト層、シーラント
層、および／または収集チャンバは、切開の部位への適用を容易にするために、半透明ま
たは透明であるようにさらに構成される。
【００１５】
　他の実施形態においては、上面、下面、および接着剤を備えている可撓シーラント構造
と、前記可撓シーラント構造と一体に形成され、壁および前記壁によって囲まれた内部空
間を備えている収集構造と、前記収集構造の内部空間と前記可撓シーラント構造の下面と
の間に位置し、前記収集構造の壁および前記可撓シーラント構造の上面を貫いている複数
の通路と、を備えている創傷治療装置が提供される。いくつかの例では、少なくとも３つ
の通路が存在している。また、いくつかの例では、さらに装置が、収集構造の内部空間に
流体連通する吸引源および／または吸引ポートを備えている。吸引源は、一定力のばねお
よび／または摺動シールを備えることができる。いくつかの場合には、吸引源が、自身の
内圧の水準とは無関係な固定の外形を有している。いくつかの特定の例では、吸引源を、
収集構造と一体に形成することができる。収集構造に関しては、収集構造が、第１の端部
および第２の端部を備えている収集チューブであってよく、前記複数の通路が、収集チュ
ーブの第１および第２の端部の間を長手方向に間隔を空けつつ位置できる。いくつかの場
合には、収集構造が、可撓な収集構造であってよい。
【００１６】
　他の実施形態においては、縫合済みの切開を治療するための方法が提供され、そのよう
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な方法または処置が、シーラント層を使用し、傷の縁をあらかじめ互いにくっつけること
によって形成された縫合済みの切開に沿って、密閉空間を形成するステップ、および前記
密閉空間の圧力を下げるステップを含んでいる。さらにこの方法が、シーラント層を使用
して傷の縁をお互いに対して機械的に押すステップ、シーラント層を支持構造へと収縮さ
せるステップ、および／または密閉空間に沿った組織の張力の変動を少なくするステップ
をさらに含むことができる。縫合済みの切開は、これらに限られるわけではないが縫合糸
またはホチキスによって縫合された切開など、任意のさまざまな縫合済みの切開であって
よい。縫合済みの切開は、結節縫合、連続縫合、などであってよい。
【００１７】
　さらには、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域へと陰圧治療を加える方法が、本
明細書に提示され、そのような方法が、（ａ）収集チャンバ、保護層、およびシーラント
層のサイズを、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域のサイズに合わせるステップ、
（ｂ）皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の周囲にシールを形成するステップ、（
ｃ）前記収集チャンバを作動させ、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域に下げられ
た圧力をもたらすステップ、および（ｄ）皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の少
なくとも或る程度の上皮再形成の後で、装置を取り除くステップ、を含んでいる。この方
法が、さらには、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の全体に下げられた圧力を分
布させる収集チャンバを提供する。
【００１８】
　陰圧治療装置を使用して皮膚の外傷の手術によって縫合された領域を治療するための方
法であって、（ａ）可撓な保護層を皮膚の外傷の領域の形状に切断するステップ、（ｂ）
切断した保護層を皮膚の外傷の領域を囲んでいる無傷の皮膚の領域へと取り付けるステッ
プ、（ｃ）発泡体の層が一体化されており、可撓管に流体連通する可撓な粘着性の外科処
置用品を、所望のサイズに切断するステップ、（ｄ）前記外科処置用品を皮膚の外傷の前
記手術によって縫合された領域を覆って配置し、密閉された囲いを形成するステップ、（
ｅ）前記管に端部ピースを設定するステップ、（ｆ）装置を作動させるステップ、（ｇ）
浸出液を取り除き、前記囲いの内側の陰圧を回復させるために、必要に応じて装置を再作
動させるステップ、および（ｈ）傷の少なくとも或る程度の上皮再形成の後で、装置を取
り除くステップ、を含んでいる方法。この皮膚の外傷の手術によって縫合された領域を治
療するための方法は、切り傷、刺し傷、外科的切開、およびこれらの任意の組み合わせか
ら選択される外傷を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明の特徴が、添付の特許請求の範囲に詳細に記載される。本発明の特徴および利点
のよりよい理解を、本発明の原理を利用する例示の実施形態を説明している以下の詳細な
説明および添付の図面を参照することによって得ることができる。
【００２０】
【図１Ａ】上方および側方の視点から見た陰圧治療装置の一実施形態を示している。
【図１Ｂ】上方および側方の視点から見た陰圧治療装置の一実施形態を示している。
【図２】上方から見た陰圧治療装置の実施形態を示しており、装置が空にされ、再排気さ
れるように設計されている。
【図３】上方から見た陰圧治療装置の実施形態を示しており、収集チャンバが、部分に分
けられた収集チャンバである。
【図４】閉鎖層が収集チャンバを覆って配置される陰圧治療装置の実施形態を示している
。
【図５】陰圧治療装置の実施形態を示しており、収集チャンバが、個別の収集部材を分布
させた波形の管部分を備えている
【図６Ａ】陰圧治療装置の別の実施形態の斜視図である。
【図６Ｂ】陰圧の印加の前の図６Ａの装置の軸断面図である。
【図６Ｃ】陰圧の印加の後の図６Ａの装置の軸断面図である。
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【図７】つなぎ合わせられた２つの傷覆いの概略の斜視図である。
【図８】分割式の支持体を備える陰圧治療装置の別の実施形態を示している。
【図９Ａ】弾性収集チャネルを備える陰圧治療装置の別の実施形態の斜視図である。
【図９Ｂ】引き伸ばしの前の図９Ａの装置の概略の断面図である。
【図９Ｃ】引き伸ばしの最中の図９Ａの装置の概略の断面図である。
【図９Ｄ】引き伸ばしの後の図９Ａの装置の概略の断面図である。
【図９Ｅ】つなぎ合わせられた２つの陰圧治療装置の概略の斜視図である。
【図１０Ａ】開口が補強されている別の陰圧治療装置の概略の断面図であり、引き伸ばし
の前の図である。
【図１０Ｂ】開口が補強されている別の陰圧治療装置の概略の断面図であり、引き伸ばし
の最中の図である。
【図１０Ｃ】開口が補強されている別の陰圧治療装置の概略の断面図であり、引き伸ばし
の後の図である。
【図１１Ａ】開放された縦長のチャネルを備えている別の陰圧治療装置の概略の断面図で
あり、引き伸ばしの前の図である。
【図１１Ｂ】開放された縦長のチャネルを備えている別の陰圧治療装置の概略の断面図で
あり、引き伸ばしの最中の図である。
【図１１Ｃ】開放された縦長のチャネルを備えている別の陰圧治療装置の概略の断面図で
あり、引き伸ばしの後の図である。
【図１２】創傷の外周を巡って配置された細長い陰圧治療システムの概略図である。
【図１３】創傷の周囲にらせん状の向きで配置された細長い陰圧治療システムの概略図で
ある。
【図１４】創傷の周囲にジグザグの向きで配置された細長い陰圧治療システムの概略図で
ある。
【図１５】創傷の周囲にＴ字の向きで配置された細長い陰圧治療システムの概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　外科的切開または他の創傷の感染は、皮下組織に形成されうる流体の集まりからなる小
さなポケットにおいて、細菌の増殖が生じることに起因しうる。これらの小さな流体の集
まりは、血液の流れを欠き、結果として、感染の防止または治療のための免疫機能または
抗生物質の進入を不適切にする可能性がある。ひとたび細菌で汚染されると、これらの領
域において自由な増殖が存在できる。したがって、このような流体の集まりの形成を減ら
すことによって、創傷の感染の恐れを少なくすることができる。いくつかの縫合技法は、
これらの流体ポケットの形成を少なくするために、真皮縫合または深部縫合を利用するが
、これらの縫合も、創傷の感染の危険を増大させる異物として機能する可能性がある。さ
らに、不適切な縫合技法により、かなりの空所が皮膚の下方に依然として残される可能性
があり、そのような空所に流体が集まり、最終的に細菌によって汚染される可能性がある
。創傷の感染に加え、創傷の治癒が、創傷への過剰な張力によって妨げられる可能性があ
る。過剰な張力は、切開または創傷の一部分に局所的な力を作用させる縫合糸または他の
創傷閉鎖装置に起因して生じる可能性があり、瘢痕の増大につながる可能性もある。
【００２２】
　さらに、湿潤創傷治療環境が、乾燥した創傷環境を生成する現行のガーゼ手当てと対照
的に、創傷の中心への細胞の移動を促進することによって、創傷のより迅速な上皮再形成
を促進できることが、研究によって実証されている。さらに、外科創傷および他の創傷は
、免疫細胞の浸潤、炎症、およびその後の浮腫を経る。免疫応答は、創傷の治癒の不可欠
なプロセスでありうるが、その後の浮腫は、治癒の妨げともなりうる。最後に、適切な治
癒には、酸素および栄養素が必要であり、そのためには切開の部位への適切なかん流が必
要であるが、これが一部の免疫学的プロセスによって妨げられる可能性がある。
【００２３】
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　一例において、陰圧または減圧創傷治療システムを、手術によって縫合された皮膚の外
傷の領域や、他の種類の細長い裂傷または創傷の治療に使用することができる。陰圧創傷
治療システムは、シーラント層および収集チャンバを備えることができる。シーラント層
を、外科的切開などの皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の周囲にシールを形成し
て、密閉された囲いまたは空間を形成できるように設計することができる。いくつかの例
では、シーラント層が、ただ１つの部分または本体を備えることができるが、他の例では
、シーラント層が、閉じられた空間または領域を形成すべく一緒に適用することができる
複数の部分を含んでもよい。さらに、シーラント層は、ただ１つの材料層または複数の材
料層を備えることができる。シールは、密閉された囲いまたは空間の圧力を下げて、下げ
られた水準に維持することができるように、充分に気密であってよい。さらに、陰圧治療
システムは、外科的に縫合された切開の部位へと印加される下げられた圧力を切開または
創傷の長さに沿って分布させるように構成された収集チャンバを備えることができる。ま
た、陰圧治療システムを、二次治癒または遅延一次縫合による治癒（すなわち、三次治癒
）のために、開いたままの外科的切開を治療するために使用することもできる。システム
は、収集チャンバを、シーラント層によって生成された閉鎖系に封じられた外科的切開に
連続させて備えることができる。収集チャンバが、作動させられたときに、例えば治癒を
促進し、浸出液を取り除き、さらには／あるいは感染率を下げるために、外科的切開の部
位に陰圧を生成することができる。いくつかの特定の例では、本明細書に提示のシステム
が、細長い形態を有することができ、外科的切開の長さに合わせたサイズまたは形態にす
ることが可能である。収集チャンバを、シーラント層と一体に形成でき、あるいはシーラ
ント層にあらかじめ取り付けることができる。あるいは、収集チャンバおよびシーラント
層を、収集チャンバをシーラント層の下方に配置できるように構成することができる。
【００２４】
　いくつかの実施形態においては、システムが吸引装置をさらに備える。吸引装置がシス
テムにおいて使用される場合、吸引装置を、密閉された囲いまたは空間に連通するように
構成することができる。吸引装置が、シーラント層および収集チャンバとともに、外科的
切開または他の種類の創傷の治療のための閉鎖系を形成することができる。吸引装置を、
作動時に、密閉された囲いの内側に位置する空気の体積を強制的に膨張させることによっ
て、密閉された囲いの内側に位置する圧力の水準を下げるために使用することができる。
吸引源は、閉じた系または開いた系であってよい。例えば、吸引装置は、シリンジ、動力
式のポンプ、ベンチュリシステム、強制膨張装置、一定力のばね装置、または静的な陰圧
装置、あるいは任意の適切な能動式または受動式の吸引源であってよい。いくつかの実施
形態においては、吸引源を、収集チャンバと一体に形成することができる。いくつかの実
施形態においては、吸引源が、延長管を使用して収集チャンバへと接続される。
【００２５】
　いくつかの実施形態においては、システムがコンタクト層をさらに備える。コンタクト
層を、収集チャンバとの流体連通を可能にするように構成することができる。コンタクト
層を、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の表面に接触させて配置することができ
る。いくつかの実施形態においては、コンタクト層を、皮膚の外傷の手術によって縫合さ
れた領域だけに接触させることができ、外傷の部位を囲んでいる領域には接触させなくて
もよい。他の実施形態においては、コンタクト層を、皮膚の外傷の領域および皮膚の外傷
の領域を囲んでいる領域の両方に接触させることができる。コンタクト層は、収集チャン
バと皮膚の外傷の手術領域との間の流体連通の連続性を促進することができる。いくつか
の例では、コンタクト層が、これらに限られるわけではないが発泡体、積層メッシュマト
リクス、ガーゼ、コットン、スポンジ、またはこの技術分野において公知の任意の適切な
材料など、多孔性の材料または空気の空間を含んでいる他の構造を備えることができる。
コンタクト層が使用されるいくつかの実施形態においては、コンタクト層が、剤を届ける
ための媒体として機能することができる。届けられる剤として、これらに限られるわけで
はないが、成長因子、抗生物質、抗菌剤、または任意の適切な配送剤を挙げることができ
る。いくつかの実施形態においては、治癒を改善するために使用される剤が、コンタクト
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層に一体化される。いくつかの実施形態においては、使用される剤が、収集チャンバに一
体化され、あるいは収集チャンバに配置される。
【００２６】
　いくつかの実施形態においては、システムがさらに保護層を備える。保護層を、皮膚の
外傷の手術領域を囲むために使用することができる。例えば、保護層を、皮膚の外傷の領
域を囲む皮膚の領域へと取り付けでき、あるいは貼り付けることができる。保護層の下面
の感圧接着剤が、皮膚への取り付けまたは貼り付けの特性をもたらすことができる。さら
に保護層を、シーラント層との組み合わせにおいてシールを形成するために使用すること
ができる。シールは気密であり、あるいは水蒸気に対して半透過性または不浸透性であっ
てよい。いくつかの実施形態においては、保護層を、皮膚の外傷の領域の周囲に適合する
ように、皮膚の外傷の手術領域に合わせて寸法付けることができる。いくつかの例では、
保護層を所望のサイズへと切断することができるが、他の実施形態においては、保護層が
、寸法調節を容易にするための穿孔または他の所定の分離構造を備えることができる。特
定の実施形態においては、保護層が、皮膚の外傷の領域の周囲に保護層を配置した後で取
り除くことができる薄い中央の剥離片または層を有することができる。そのような実施形
態においては、より幅の広いコンタクト層を、保護層を覆って配置することができる。保
護層を、コンタクト層を皮膚の外傷の手術領域へと添えるために使用することができ、保
護層が、下方の皮膚または組織を、手術部位へのアクセスのためのコンタクト層の除去に
関連する外傷から守ることができる。保護層は、皮膚の外傷を囲んでいる皮膚を浸軟から
保護するために適した任意の公知の材料であってよい。保護層は、Ｄｕｏｄｅｒｍ（登録
商標）創傷ケア製品など、任意のさまざまな発泡体および／または親水コロイド材料を含
むことができる。
【００２７】
　固定の陰圧治療システムの収集チャンバを、切開部位へと加えられる圧力の水準を外傷
の手術によって縫合された領域の全長にわたって分布させるように構成することができる
。いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、皮膚の外傷の手術によって縫合され
た切開領域へと配置される前に、あらかじめ排気された状態であってよい。そのような実
施形態においては、収集チャンバを、ひとたび皮膚の外傷の領域に連絡させた後で、皮膚
の外傷の領域に下げられた圧力を加えるために作動させることができる。いくつかの例で
は、収集チャンバが管状の構造を備えている。管状の構造は、例えば成型可能または可撓
なチューブなど、剛体チューブを含むことができる。チューブは、チューブを特定の形態
へと曲げることができ、あるいは成形することができる一方で、チューブをその形態に保
持または付勢することもできる変形可能な支持体または弾性支持体を備えることができる
。例えば、支持構造は、チューブを囲み、チューブの内腔へと組み合わせられ、あるいは
他のやり方でチューブを支持するワイヤメッシュのかごまたはフレームを備えることがで
きる。いくつかの実施形態においては、チューブが、チューブの壁の内部に一体化された
ワイヤ支持構造を有している。さらに、支持構造は、成型可能なプラスチック材料を含ん
でもよく、あるいはチューブそのものが成型可能なプラスチックを含んでもよい。成型可
能な材料として、これらに限られるわけではないが、熱可塑性プラスチック、エラストマ
材料、または任意の適切な成型可能材料が挙げられる。いくつかの実施形態において、収
集チャンバを、１回だけ使用されるように構成することができる一方で、他の実施形態に
おいては、収集チャンバを、使用の最中に空にして、再び排気することができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、１つ以上の波形部分を備えている可
撓チューブである。そのような実施形態においては、波形のチューブ部分が可撓であって
よく、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の表面形状に沿うことができる。波形の
チューブ部分によって、可撓チューブを創傷または切開の二次元または三次元形状に沿わ
せることができ、患者が動くときまたは創傷が治癒するときの創傷の形態の変化に応答し
てチューブの受動的な調節が可能である。いくつかの実施形態において、可撓チューブを
完全に波形のチューブで構成できる一方で、他の実施形態においては、可撓チューブが、
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個別の収集部材または非波形部分を間に位置させている波形のチューブ部分である。一実
施形態においては、非波形部分が剛体であってよく、あるいは半剛体または可撓であって
よいが、可撓性は波形部分よりも小さい。いくつかの実施形態が、少なくとも１つの非波
形部分をチューブ内に位置させて備えることができる一方で、他の実施形態は、チューブ
に沿って位置する２つ以上の非波形部分を備えることができる。チューブの各部分を、チ
ューブの長さに沿った流体連通を提供し、さらには／あるいはチューブに可撓性を提供す
る波形のチューブによって接続することができ、したがって収集チャンバ構造の全体、す
なわち剛な非波形部分および可撓な波形のチューブ部分が、全体として、皮膚または手術
部位が動くときに皮膚または手術部位に一致することができる。ときには、可撓チューブ
は、患者の不快を軽減でき、あるいは治療システムからの局所的な圧力点を減らすことが
できる。収集チャンバに沿って剛な収集部分および可撓な部分の両方を備えているいくつ
かの実施形態においては、可撓なチューブ部分および剛な収集部分の両者を、シーラント
層へと埋め込むことができ、シーラント層へと接続でき、あるいはシーラント層と一体に
形成することができる。いくつかの実施形態においては、個別の収集部材のみがシーラン
ト層へと接続または埋め込みされる一方で、可撓チューブ部分は、接続または埋め込みさ
れない。
【００２９】
　システムのいくつかの実施形態は、収集チャンバおよびシーラント層を備えており、シ
ーラント層および収集チャンバが、皮膚の外傷の領域と流体連通している。流体連通を、
皮膚の外傷の領域と収集チャンバとの間に流体連通をもたらすシーラント層および収集チ
ャンバの一連の開口によってもたらすことができる。開口を、収集チャンバの長さに沿っ
て長手方向に向けて位置させることができ、シーラント層の対応する開口が、収集チャン
バの開口に整列させられる。これにより、流体または任意の他の適切な物質を、皮膚の外
傷の手術によって縫合された領域から収集チャンバへと吸い上げることができる。随意に
よるコンタクト層が使用される場合には、流体は、まずコンタクト層を通過し、次いでシ
ーラント層および収集チャンバを接続している穴を通過することができる。加えて、収集
チャンバの全体に位置する一連の開口が、圧力を皮膚の外傷の領域へと分布させることを
可能にできるほか、或る領域で大になり、他の領域で小になりうる局所的な圧力または流
体の蓄積の領域を、減少または防止することができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態においては、収集チャンバが、ワンウェイ・フロー・バルブをさら
に備える。ワンウェイ・フロー・バルブを、収集チャンバを空にすることを助けるために
使用することができる。さらには、ワンウェイ・フロー・バルブを、収集チャンバの内部
に下げられた圧力またはあらかじめ排気された圧力の水準を再生成するために使用するこ
とができる。いくつかの実施形態においては、ワンウェイ・フロー・バルブを、収集チャ
ンバを空にすること、および収集チャンバを再排気することの両方を容易にするために使
用することができる。ワンウェイ・フロー・バルブは、吸引源のバルブ経由での収集チャ
ンバへの取り付けを容易にし、吸引源による収集チャンバからの空気の分子の除去を可能
にすることによって、収集チャンバの再排気を促進するように機能することができる。さ
らに、吸引源を、ワンウェイ・フロー・バルブの使用によって収集チャンバから浸出液ま
たは空気を除去するために使用することもできる。いくつかの実施形態においては、第１
のワンウェイ・フロー・バルブが、収集チャンバを空にするために使用され、第２のワン
ウェイ・フロー・バルブが、収集チャンバの再排気のために使用される。いくつかの実施
形態においては、ワンウェイ・フロー・バルブを、収集チャンバと一体化できる。いくつ
かの実施形態においては、ワンウェイ・フロー・バルブが、収集チャンバの一端を塞ぐた
めに使用される着脱式のプラグへと取り付けられる。いくつかの実施形態においては、複
数のワンウェイ・フロー・バルブを設けることができ、１つ以上のバルブが、収集チャン
バまたはシーラント層から皮膚の外傷の領域へと戻る空気または物質の逆流を減らすため
に、一連の開口に配置され、あるいは一連の開口に組み合わせられる。ワンウェイバルブ
は、カモノハシ弁またはフラップ弁など、任意のさまざまな構成を有することができる。
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【００３１】
　部分に分けられた収集装置または他の多室の装置を、いくつかの実施形態において単一
チャンバ収集チャンバの代わりに使用することができる。部分に分けられた収集チャンバ
が、互いに流体連通していても、流体連通していなくてもよい第１のチャンバおよび第２
のチャンバを備えることができる。一例では、第１のチャンバがシーラント層に直接連絡
している一方で、第２のチャンバが第１のチャンバに連絡している。二連チャンバ収集チ
ャンバが使用される実施形態においては、１つ以上の部分またはチャンバが、吸引源であ
ってよい。吸引源は、一定力のばねなどのばね機構（これに限られるわけではない）など
、非動力式または受動式の駆動および調節機構を備えることができる。受動式の駆動およ
び調節機構を、収集チャンバおよびシーラント層の間の密閉された囲いまたは空間の内部
に或るレベルの圧力を印加および維持するために使用することができる。いくつかの実施
形態においては、二連チャンバ収集チャンバが、プランジャ（これに限られるわけではな
い）などの往復運動機構を備えている。プランジャを手動で動かすことができ、あるいは
一定力のばねに取り付けられる場合など、受動的に動かすことができる。いくつかの実施
形態においては、第２のチャンバが、密閉された囲いと二連チャンバ収集チャンバとの間
で共有される空間の合同の容積に位置する空気の体積を膨張させる。さらに、部分または
チャンバのうちの１つが、動力式または能動式の駆動および調節機構を備えてもよい。
【００３２】
　さらに、いくつかの実施形態においては、システムを、手術によって縫合された切開の
長さに一致するような寸法または構成とすることができる。いくつかの実施形態において
は、収集チャンバが、創傷の長さへと引き伸ばされることによって、皮膚の外傷の縫合さ
れた切開の領域の長さに合わせられる。そのような実施形態においては、収集を、親水コ
ロイド材料から製作することができる。そのような材料は、収集チャンバを新たな所望の
長さへと引き伸ばし、長さの変化を生じさせる応力が取り除かれた後もその長さのままで
あることを可能にする。そのような実施形態においては、システムを、親水コロイド材料
または任意の適切な材料から製作することができる。いくつかの実施形態においては、シ
ステムを、縫合された切開の長さへと短縮することができる。いくつかの実施形態におい
ては、システムを、皮膚の外傷の縫合された領域の長さへと切断することができる。その
ような実施形態においては、収集チャンバの切断端が、収集チャンバへと圧力が加えられ
たときに自動的にシールを形成することができる。いくつかの実施形態においては、収集
チャンバを、切断後にシールすることができる。いくつかの実施形態においては、収集チ
ャンバを、端部キャップ、プラグ、閉塞用のシーラントシート、ワンウェイ・フロー・バ
ルブを備えた端部キャップ、一定力のばね、減圧システム、または収集チャンバの端部を
封じるための任意の適切な手段でシールすることができる。一実施形態においては、皮膚
の外傷の長さに一致するように調節された収集チャンバの端部をシールするために使用さ
れる構造が、ひとたび収集チャンバへと取り付けられたならば、取り外しに抵抗するよう
に構成される。あるいは、皮膚の外傷の長さに一致するように調節された収集チャンバの
端部をシールするために使用される構造が、着脱可能な構造であってもよい。いくつかの
実施形態においては、システムが、互いに並列または直列に並んだ一連の収集チャンバを
含んでいる。そのような実施形態においては、皮膚の外傷の縫合された切開の領域の幅に
対応するように、１つ以上の収集チャンバを一連の収集チャンバから取り除くことができ
る。他の実施形態においては、１つ以上の収集チャンバを、満タンまたは詰まりの際に交
換することができる。
【００３３】
　いくつかの実施形態においては、コンタクト層を、皮膚の外傷の手術によって縫合され
た領域の長さに合うように調節することができる。例えば、コンタクト層を、縫合された
切開または創傷の長さにもとづいて延長または短縮することができる。いくつかの実施形
態においては、コンタクト層を、縫合された切開の長さへと切断することができる。いく
つかの実施形態においては、収集チャンバ、コンタクト層、および／またはシーラント層
を、手術によって縫合された切開の長さに合わせて調節することができる。いくつかの実
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施形態においては、収集チャンバだけが、システムを患者へと配置する前に切開の長さに
合わせて調節される一方で、他の実施形態においては、コンタクト層またはシーラント層
だけが、システムを患者へと配置する前に外科的切開の長さに合わせて調節される。いく
つかの実施形態においては、収集チャンバ、コンタクト層、およびシーラント層の各々を
、患者へと配置する前に切開または創傷の長さに合わせて個々に調節することができる。
いくつかの実施形態においては、収集チャンバ、コンタクト層、およびシーラント層が一
体化され、システムが一まとめに、手術によって縫合された切開または創傷の長さに合わ
せて調節される。
【００３４】
　本明細書に提示のシステムは、患者の表面とシールを形成するためのシーラント層を含
んでいる。いくつかの実施形態においては、シールが気密である。いくつかの実施形態に
おいては、シーラント層が、可撓な不浸透性材料を備えている。いくつかの実施形態にお
いては、シーラント層が、半剛体の材料である。シーラント層が半剛体の材料である実施
形態においては、シーラント層が、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域に張力の支
持をもたらすことができる。半剛体のシーラント層は、外傷が治癒するときに皮膚の外傷
の手術によって縫合された領域への機械的な張力をさらに軽減すると考えられる。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、本明細書に提示のシステムは、吸収ビーズをさらに含ん
でいる。吸収ビーズは、切開または創傷に配置され、さらには／あるいは収集チャンバに
配置される。いくつかの実施形態においては、システムが、抗菌剤を含むことができる。
抗菌剤として、これらに限られるわけではないが、銀、ヨウ素、クロルヘキシジン、また
は任意の他の適切な抗菌剤が挙げられる。
【００３６】
　本明細書に提示される実施例のいくつかは、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域
を囲んでいる密閉された囲いの内部に、或るレベルの圧力を生成するように構成される。
いくつかの実施形態において、生成される圧力のレベルは、約０．００１～約１ａｔｍの
間である。シーラント層の下方の閉じられた空間に流体連通するとき、シーラント層の下
方の大気圧のレベルを、約０．００１ａｔｍ以上、約０．００５ａｔｍ、約０．０１ａｔ
ｍ、約０．０５ａｔｍ、約０．１ａｔｍ、約０．２ａｔｍ、約０．５ａｔｍ、約０．７ａ
ｔｍ、または約０．９ａｔｍへと下げることができる。他の実施形態においては、シーラ
ント層の下方の大気圧を、約０．８ａｔｍ以下へと下げることができるが、他の実施形態
においては、約０．７ａｔｍ未満、約０．６ａｔｍ、約０．４ａｔｍ、約０．３ａｔｍ、
約０．２ａｔｍ、約０．１ａｔｍ、約０．０７ａｔｍ、約０．０３ａｔｍ、約０．００７
ａｔｍ、または約０．００３ａｔｍ未満へと下げることができる。
【００３７】
　いくつかの実施形態においては、コンタクト層、シーラント層、および／または収集チ
ャンバを、透明な材料から製作することができる。材料の透明性が、システムをより正確
に配置するために、医師による外科的切開または創傷へのシステムのより正確な配置を促
進することができ、さらには／あるいはシールを破ることによる切開または創傷の視覚化
を可能にできる。
【００３８】
　さらに、本明細書において、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域へと減圧治療シ
ステムを適用するための方法が提供される。この方法は、（ａ）収集チャンバ、保護層、
およびシーラント層のサイズを、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域に合わせるス
テップ、（ｂ）皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の周囲にシールを形成するステ
ップ、（ｃ）前記収集チャンバを作動させ、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域に
一様に分配される下げられた圧力をもたらすステップ、および（ｄ）皮膚の外傷の手術に
よって縫合された領域の上皮再形成の後で、システムを取り除くステップ、を含んでいる
。創傷の上皮再形成は、皮膚の外傷が手術によって縫合された後に、２日～５日の間で生
じる。いくつかの実施形態においては、創傷の上皮再形成が、縫合後に３日で生じる。い
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くつかの実施形態においては、創傷の上皮再形成が、縫合後に４日で生じる。いくつかの
実施形態においては、創傷の上皮再形成が、縫合後に５日で生じる。いくつかの実施形態
においては、創傷の上皮再形成が、創傷の縫合後５日よりも早く生じる。いくつかの実施
形態においては、創傷の上皮再形成が、創傷の縫合後４日よりも早く生じる。いくつかの
実施形態においては、創傷の上皮再形成が、創傷の縫合後３日よりも早く生じる。
【００３９】
　さらには、減圧治療システムを使用して皮膚の外傷の領域を治療するための方法であっ
て、（ａ）保護層を皮膚の外傷の領域の形状に切断するステップ、（ｂ）切断した保護層
を皮膚の外傷の領域を囲んでいる無傷の皮膚の領域へと取り付けるステップ、（ｃ）発泡
体の層が一体化されており、可撓管に流体連通する可撓な粘着性の外科処置用品を、所望
のサイズに切断するステップ、（ｄ）前記外科処置用品を皮膚の外傷の前記手術によって
縫合された領域を覆って配置し、密閉された囲いを形成するステップ、（ｅ）前記管に端
部ピースを設定するステップ、（ｆ）装置を作動させるステップ、（ｇ）浸出液を取り除
き、前記囲いの内側の減圧を回復させるために、必要に応じて装置を再作動させるステッ
プ、および（ｈ）創傷の上皮再形成の後で装置を取り除くステップ、を含んでいる方法が
提供される。いくつかの実施形態において、皮膚の外傷は、切り傷、刺し傷、手術による
切開、または手術による縫合に適した任意の他の創傷から選択される。
【００４０】
装置
　図１Ａおよび図１Ｂが、一実施形態の固定陰圧装置１００を示している。装置１００が
、外科的切開の全長など、皮膚の外傷の手術領域に沿って圧力を分布させるように構成さ
れたシーラント層１１０および収集チャンバ１２０を備えている。いくつかの実施形態に
おいては、陰圧治療装置が、コンタクト層１３０を含むことができる。コンタクト層１３
０は、収集チャンバ１２０と皮膚の外傷の領域との間の流体の連絡を提供する。コンタク
ト層１３０は、例えば、発泡体、メッシュ、ガーゼ、スポンジ、粒子状物質、積層メッシ
ュマトリクス、または他の任意の適切な多孔性の生体適合性材料を含むことができる。コ
ンタクト層１３０を、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の表面に接触させること
ができる。いくつかの場合には、コンタクト層１３０を、手術の部位の全体について空気
／流体空間の連続性を維持するように構成することができ、手術の領域およびシーラント
層１１０によって形成される囲まれた空間における孤立した流体または空気ポケットの発
生を少なくすることができる。いくつかの実施形態においては、コンタクト層が、皮膚の
外傷の表面の外縁の内側に位置でき、皮膚の外傷に隣接する周囲の組織領域に接触しなく
ても、重ならなくても、そのような組織領域を覆わなくてもよい。他の実施形態において
は、コンタクト層を、皮膚の外傷そのものの領域に加えて、皮膚の外傷を囲んでいる隣接
の組織にも接触して配置させることができる。図１Ａに示されるように、コンタクト層１
３０、シーラント層１１０、および収集チャンバ１２０を接続することができ、あるいは
一体化させることができる。いくつかの例では、あらかじめ接続され、あるいは一体化さ
せられた設計によって、装置１００を１つの工程にて皮膚の外傷の表面に接触して配置さ
せることができる。いくつかの実施形態においては、コンタクト層が、皮膚の外傷の表面
に接触させられる。ひとたび配置されると、コンタクト層は、収集チャンバが一体化され
ているシーラント層で覆われ、密閉された囲いまたは空間が形成される。いくつかの実施
形態においては、シーラント層を、これらに限られるわけではないがテープ、接着剤、ま
たは適切な生体適合性かつ粘着性の製品など、当業者にとって公知の任意の適切な材料ま
たは機構によって外傷の領域を囲んでいる皮膚の領域へと貼り付けることができる。
【００４１】
　さらに図１Ａには、吸引装置１４０の一例が示されている。吸引装置１４０を、収集チ
ャンバ１２０の内部に或る程度の減圧を生み出すように構成することができる。いくつか
の実施形態においては、収集チャンバ１２０を、皮膚の外傷の表面へと配置される前にあ
らかじめ排気された状態にすることができる一方で、他の実施形態においては、収集チャ
ンバ１２０を、配置後または吸引装置１４０への接続後に排気することができる。収集チ
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ャンバ１２０を、使用の場所または製造の場所においてあらかじめ排気することができる
。いくつかの実施形態においては、吸引装置を、皮膚の外傷の表面への配置に先立って収
集チャンバへと接続することができ、さらに別の実施形態においては、吸引装置および収
集チャンバが一体に形成されてもよい。いくつかの実施形態においては、収集チャンバの
サイズを、収集チャンバを切断し、あるいは収集チャンバの１つ以上の部分を取り外すこ
とによって、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域の長さに合わせることができる。
いくつかの構成においては、収集チャンバが、長さの短縮を容易にするために、厚さが減
らされている１つ以上の所定の分離ゾーンを有することができる。次いで、吸引装置を取
り付けることができ、あるいは収集チャンバの切断または分離端を閉じるべく他の方法で
使用することができる。図１Ａは、収集チャンバ１２０を有する装置１００であって、一
定力のばね機構１４２を備える吸引装置１４０が収集チャンバ１２０に一体化されている
装置１００を示している。吸引装置１４０の一定力のばね機構１４２が動作すると、摺動
可能シールまたは往復運動機構１４４を、密封された囲いの内側に一定のレベルの圧力を
生成および維持すべく引き戻すことができる。図１Ａにおいて、装置１００は、収集チャ
ンバ１２０の一端１２２を切断することによって、傷の長さに合わせたサイズにされてい
る。さらに、図１Ａは、吸引装置のない方の端部１２２が、端部プラグ１２４によって塞
がれている旨を示している。図１Ａにおいて、装置は、端部シーラント構造１２６を使用
してさらに密閉されている。吸引装置のない方の端部１２２および／または端部プラグ１
２４を、着脱式または非着脱式に構成することができる。例えば、端部プラグを装置の端
部１２２へと不可逆に取り付けるために、接着剤を使用することができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態においては、収集チャンバの長さを、外科的切開または創傷の長さ
にもとづいて調節することができる。外科的切開または創傷の長さは、おおむね直線状で
あってよく、あるいは非直線であってよい。いくつかの例では、収集チャンバの長さが、
おおむね外科創傷の長さであるが、他の例では、収集チャンバの長さが、外科創傷の長さ
の約＋１０％、約＋２０％、約＋３０％、またはそれ以上、あるいは約－１０％、約－２
０％、約－３０％、あるいはそれ以下であってよい。おおむね細長い外科創傷が想定され
るが、他の例では、細長い構成でない外科創傷の治療も可能である。いくつかのさらなる
例では、分岐している外科創傷または放射状の外科創傷を、１つ以上の装置を使用して治
療することができる。他の例では、外科創傷または切開を、部分的に裂けた外科創傷の患
部長さとして特徴付けることができる。外科創傷が部分的に裂けた外科的切開を含んでい
る例では、シーラント層および／またはコンタクト層を、裂けた部分あるいは創傷または
切開の全体を封じ、あるいは覆うように構成することができる。細長くない創傷を治療す
るための典型的な方法は、後述される。いくつかの例では、収集チャンバが、長さ１ｃｍ
につき、約１００ｍｍ３～約１０，０００ｍｍ３以上、場合によっては約５００ｍｍ３～
約７，０００ｍｍ３、他の場合には約１，０００ｍｍ３～約５，０００ｍｍ３の範囲の容
積を有することができる。
【００４３】
　収集チャンバ１２０を、装置１００のコンタクト層１３０を介して皮膚の外傷の部位へ
と流体連通させることができる。いくつかの例では、収集チャンバ１２０およびシーラン
ト層１１０が一体に形成されている。図１Ｂに示されているとおり、収集チャンバ１２０
は、コンタクト層１３０およびシーラント層１１０を通って皮膚の外傷と収集チャンバ１
２０との間の流体連通をもたらすために、シーラント層１１０の複数の開口１５０’に整
列または対応することができる複数の開口１５０を備えることができる。一連の開口１５
０および１５０’は、皮膚の外傷の領域へと加えられる圧力変化を皮膚の外傷の長さまた
は領域の全体に分布させることを可能にする。収集チャンバ１２０および／またはシーラ
ント層１１０における開口１５０および１５０’の間隔、サイズ、または形状は、一様で
あっても、非一様であってもよい。他の実施形態においては、収集チャンバ１２０および
シーラント層１１０が、接続されるように構成された別々の構造を備えることができる。
収集チャンバの開口１５０のシーラント層１１０の開口との整列を容易にするために、収
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集チャンバ１５０および／またはシーラント層１１０の隣接する表面が、粘着性または滑
り防止の表面を備えることができる。他の実施形態においては、収集チャンバの開口１５
０および／またはシーラント層１２０の開口が、整列を容易にすべく相補的なはまり合い
を形成することができる。例えば、収集チャンバの開口１５０および／またはシーラント
層の開口１５０’が、対応する構造の開口へと突き出すことができる。さらに他の実施形
態においては、収集チャンバの開口１５０およびシーラント層の開口１５０’が、相補的
にシール可能なスナップ式のはまり合いを備えることができる。
【００４４】
　いくつかの例では、収集チャンバが、弾性的または塑性的に変形可能な材料や、曲げ可
能な構成を備えることができる。これにより、収集チャンバを、皮膚の外傷の手術によっ
て縫合された領域の外形に従わせることができ、収集チャンバが、身体の動きに応答して
少なくとも或る程度の形態変化を呈することができる。図１Ａおよび図１Ｂに示されてい
る一例においては、収集チャンバ１２０が、収集チャンバ１２０の全長にわたって、可撓
リブ１２８の領域またはゾーンを備えている。リブ１２８によれば、ユーザが収集チャン
バ１２０を成形または成型することができ、さらにはユーザの定めた形態が維持される。
収集チャンバ１２０において、可撓リブ１２８の間の部位は、剛体、半剛体、または可撓
であってよい。いくつかのさらなる例では、収集チャンバを、曲げに加えて、少なくとも
或る程度回転するように構成することもできる。特定の例では、さまざまなサイズまたは
構成の開口を収集チャンバの外周を巡って設けることができ、回転によって選択して使用
することができる。使用されない開口を、使用されない開口を覆ってシーラント層を適用
することによって封じることができる。あるいは、開口をあらかじめ封じておき、選択さ
れたシールを、あらかじめ取り付けられているシールをそこから取り除くことによって利
用することができる。
【００４５】
　図２が、陰圧治療装置２００の別の実施形態を示しており、装置２００が再排気または
再チャージされるように構成されている。装置２００が、一体化されたコンタクト層２３
０、シーラント層２１０、および収集チャンバ２２０を備えている。コンタクト層２３０
を、皮膚の外傷の表面に接触して配置させることができ、シーラント層２１０を使用して
皮膚の外傷を囲んでいる皮膚との間にシールを形成することができる。収集チャンバ２２
０は、シーラント層２１０との一体化が可能であり、コンタクト層および囲まれた手術部
位に収集チャンバ２２０およびコンタクト層２３０の一連の開口２５０を介して流体連通
しているが、他の例では、収集チャンバおよびシーラント層が、接着剤または機械的な機
構を使用して取り付けできる別々の構成部品であってよい。別々の収集チャンバおよびシ
ーラント層においては、収集チャンバの開口およびシーラント層の開口の整列を、収集チ
ャンバの開口および／またはシーラント層の開口を相補的なはまり合いの設計を有するよ
うに構成することによって、容易にすることができる。別の一実施形態においては、基本
のシーラント層が、あらかじめ形成される開口を持たず、収集チャンバの開口が、尖った
構造または貫通構造を備えることで、２つの構成部品が一体に接続されるときにシーラン
ト層に開口を形成することができる。
【００４６】
　収集チャンバ２０は、或るレベルの減圧がすでに内部に存在しているあらかじめ排気さ
れた状態であってよい。あるいは、収集チャンバ２２０は、患者へと配置されるときに大
気圧であってよく、減圧レベルを、耐久性のある医療機器の吸引器など、外部の排気装置
２７０を使用して収集チャンバ内に生み出すことができる。外部の排気装置２７０を、収
集チャンバ２２０上の排気金具２７８の開口２７６に配置することができる。排気金具２
７６は、収集チャンバ２２０に流体連通している。排気金具２７６を、空気の分子または
他の物質の収集チャンバ２２０からの取り出しを可能にする一方で、空気の分子または他
の物質の収集チャンバへの進入には抵抗するワンウェイ・フロー・バルブとして構成する
ことができる。図２に示した特定の例では、収集チャンバ２２０が、リブを有する可撓領
域２２８を備えているが、他の例では、収集チャンバの長さの大部分を可撓な材料で構成
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することができる。
【００４７】
　さらに、図２は、一端２２２が端部プラグ２２４で塞がれた収集チャンバ２２０を示し
ている。収集チャンバの他端２２２’に、ワンウェイ・フロー・バルブ２６０を取り付け
ることができる。すなわち、装置２００が、収集チャンバ２２０が浸出液または他の物質
で満たされたときに収集チャンバ２２０を容易に空にするための別途のワンウェイ・フロ
ー・バルブ２６０を備えることができる。ひとたび収集チャンバ２２０が空にされると、
収集チャンバを、排気金具２７８の開口２７６を通って導入される外部の排気装置２７０
を使用して再排気することができる。いくつかの実施形態においては、ワンウェイ・フロ
ー・バルブ２６０および収集チャンバ２２０を排気するための手段が、同じ構造である。
いくつかの実施形態においては、ワンウェイ・フロー・バルブおよび収集チャンバを排気
するための手段が、図２に示されるとおり、２つの別々の構造である。さらに図２は、成
型可能な収集チャンバ２２０を有する装置２００を示している。
【００４８】
　陰圧治療装置３００の別の例が、図３に示されている。陰圧治療装置３００は、第１の
チャンバ３７２および第２のチャンバ３７３を備えるマルチチャンバ収集システム３７０
を備えることができる。複数のチャンバが、接続されても、あるいは別々であってもよい
。図３において、例えば、第１および第２のチャンバ３７２および３７３を、相互接続開
口３７４において互いに流体連通させることができる。二連チャンバ収集チャンバ３７０
の第１のチャンバ３７３が、装置３００のコンタクト層３３０との流体連通をもたらすよ
うに構成された一連の開口３５０を有している。二連チャンバ収集チャンバ３７０の第２
のチャンバ３７２に、圧力を調節するための往復運動機構を取り付けることができる。図
３においては、第２のチャンバの往復運動機構が、二連チャンバ収集チャンバ３７０の端
部（端部プラグ３２４による密封端の反対側の端部）のばねハウジング３７８へと取り付
けられたばね３７４として示されている。ばねが、プランジャ状の装置を使用することに
よって可動シール３７６を生成する。可動シール３７６が、二連チャンバ収集チャンバ３
７０の圧力の変化を自動的に調節し、それらの変化に応答して移動する。
【００４９】
　図４が、陰圧治療装置４００の別の実施形態を示しており、装置のコンタクト層４３０
、収集チャンバ４２０、およびシーラント層４１０が一体でなく、シーラント層４１０が
、収集チャンバ４２０およびコンタクト層４３０の上方に置かれ、あるいは収集チャンバ
４２０およびコンタクト層４３０を覆って配置されている。この実施形態において、コン
タクト層４３０が、皮膚の外傷の手術によって縫合された領域に接触して配置される。リ
ブ４２８を有する成型可能な収集チャンバ４２０を使用し、チャンバ４２０の形態を、コ
ンタクト層４３０に接してコンタクト層４３０を覆うように操作することができる。収集
チャンバ４２０に位置した一連の開口４５０が、コンタクト層４３０と収集チャンバ４２
０との間の流体連通をもたらす。収集チャンバ４２０を、コンタクト層４３０に接触させ
た後で、吸引装置４４０を使用して排気することができる。吸引装置は、シリンジ、動力
ポンプ、または強制膨張装置であってよい。吸引装置４４０は、好ましくは、ワンウェイ
バルブ４６０を介して収集チャンバ４２０に流体連通する。収集チャンバ４２０を排気し
た後で、シーラント層４１０を収集チャンバ４２０およびコンタクト層４３０を覆って配
置して、創傷と密閉された囲いを形成することができる。
【００５０】
　図５が、装置５００の別の実施形態を示しており、収集チャンバ５２０が、波形の管部
分５８２を個別の収集部材５８０とともに収集チャンバ５２０の全体にわたって分布させ
て備えている。波形の管の一端５２２が、端部プラグ５２４または他の閉鎖の構成によっ
て封じられている。装置５００の他端５２２’を、一定力のばね、動力吸引ポンプ、耐久
性のある医療機器の吸引器、または任意の適切な吸引源など、吸引源５４０に接続または
一体化できる。装置５００のコンタクト層５３０は、図５においては、シーラント層５１
０および収集チャンバ５２０に一体化されている。ひとたび患者へと配置されると、波形
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の管部分５８２によって、収集チャンバを患者の表面形状に従わせることができる。装置
のこの実施形態によれば、装置が患者とともに運動可能である。波形の管部分が、下方の
皮膚のかなりの伸縮を許容する。収集チャンバが個別の収集部材を備える波形管である実
施形態においては、個別の収集部材５８０が、好ましくは、一連の個別の開口５５０によ
ってコンタクト層５３０および皮膚の外傷の表面に流体連通する。
【００５１】
　いくつかの実施形態においては、細長い減圧治療システムを、近付けることができる傷
の縁を有する細長い創傷の長さに沿って適用することができる。また、細長い減圧治療シ
ステムを、例えば縫合糸、ホチキス、または接着剤によってすでに閉じられた切開部にお
いて使用することができる。いくつかの場合には、閉じられた切開部に減圧治療システム
を使用することで、例えば縫合糸またはホチキスにすぐには接していない組織に対して追
加の閉じ力を作用させることができ、結果として切開部に沿ってより一様な力の分布をも
たらすことができる。陰圧治療システムは、いくつかの場合には、傷の縁の分離に抵抗す
ることもできる。いくつかの場合において、陰圧治療システムは、新たに形成された結合
組織の引き伸ばしに抵抗することができ、したがって瘢痕化の程度を軽くすることができ
る。いくつかの例では、シーラント層を適用し、圧力を下げることによって、傷の縁の接
近を、縁の間に存在しうる空間を消失させることによってさらに補うことができる。いく
つかの特定の実施形態においては、創傷治療システムが、切開部または創傷に機械的な引
っ張りの軽減および減圧の効果の両方をもたらすように構成された陰圧システムを備える
ことができる。減圧の効果は、傷の縁の間の空間の圧力の低下および／またはシーラント
層が支持体の周囲で収縮するときのシーラント層による押し引きによって傷の縁をお互い
に向かって変位させることを含んでも、含まなくてもよい。さらに、減圧治療システムは
、１つ以上の弾性部材で構成された弾性シール層またはシール層を含むことができる。使
用時、シーラント層を、切開部または創傷の片側に取り付けまたは接着でき、次いで引き
伸ばして切開部または創傷の他方の側に取り付けることができる。ひとたび配置され、引
き伸ばしの力から解放されると、シーラント層またはシーラント層の弾性部材が、創傷の
各側に対向する力を作用させることができ、縁の接近を補い、切開部または創傷の縁を引
き合わせることができる。いくつかの例では、弾性部材を、切開部または創傷の長手方向
の向きに対して横位置に向けることができるが、他の例では、弾性部材を複数の向きに向
けることができる。シーラント層または弾性部材は、シリコーンゴム、ポリイソプレン、
または他のエラストマ材料など、切開部または創傷の対向する縁に引き伸ばされた状態で
貼り付けられたときに組織を引き合わせるための充分な復帰力を有する材料を含むことが
できる。いくつかの例では、１つ以上の弾性部材を、シーラント層が切開の部位または傷
の部位へと適用された後で、シーラント層へと適用または取り付けすることができる。
【００５２】
　図６Ａ～図６Ｃが、シーラント層６０２および細長い支持体６０４を備えている創傷治
療装置６００の別の例を示している。細長い支持体６０４を、切開部または細長い創傷に
沿って配置でき、あるいは切開部または細長い創傷を覆って配置することができる細長い
中央チャネル６０６で構成することができる。いくつかの構成において、装置６００は、
複数のチャネルを細長い創傷に直接連絡させて備えることができる。この特定の例では、
細長い中央チャネル６０６が、その長手方向の長さの少なくとも一部において切開部また
は創傷へと露出される開放溝の構成を有しているが、他の例では、細長いチャネル６０６
が、チャネルの一部分または全体に沿って長手方向に並べられた複数の開口を備えている
おおむね閉じた構成を有することができる。開放溝または長手方向に並べられた複数の開
口により、創傷の長さに沿って減圧を加えることができる一方で、目詰まりまたは組織表
面の過渡的な対立によって圧力の低減および／または流体の吸引の分布に悪影響が及ぶ危
険を減らすことができる。いくつかの例では、チャネルあるいは切開部または創傷に連絡
するチャネルの一部分が、少なくとも１ｃｍ以上、３ｃｍ以上、場合によっては１０ｃｍ
以上、他の場合には約２０または約５０ｃｍ以上の長さを有することができる。いくつか
の例では、装置６００が、より短い長さへと切断または短縮することができる約７０ｃｍ



(18) JP 5511670 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

、１００ｃｍ、あるいは１５０ｃｍもの長さを有することができる。可撓、曲げ可能、か
つ／または成型可能な支持体６０４を備えるいくつかの実施形態においては、支持体６０
４および／またはシーラント層６０２を、ロールの形態または折りたたまれた形態で用意
することができ、後に必要に応じて取り出して切断することができる。装置６００（また
は、本明細書に記載の他の装置）を、種々さまざまなあらゆる切開または創傷を治療する
ために使用することができるが、いくつかの特定の例は、これらに限られるわけではない
が直線状または曲線をなす切開または創傷など、さまざまな細長い切開または創傷に使用
することが可能である。そのような創傷として、これらに限られるわけではないが、種々
さまざまなあらゆる外傷性裂傷または切り傷、胸骨切開、開腹切開、会陰式前立腺切除の
切開、静脈採取の切開、帝王切開、などを挙げることができる。
【００５３】
　使用時、細長い中央チャネル６０６を、切開部または細長い創傷に沿って配置し、次い
で切開部および支持体６０４を覆ってシーラント層６０２を配置することによって固定ま
たはシールすることができる。シーラント層６０２および支持体６０４をただ１つの工程
にて切開部または創傷へと適用できるよう、シーラント層６０２および支持体６０４を一
体に形成しても、あるいは互いにあらかじめ取り付けてもよい。いくつかの例では、シー
ラント層６０２が、切開部および支持体６０４の全周を完全にシールできるようなサイズ
および構成を有することができるが、他の例では、１つ以上の補助シール６０８および６
１０を使用してもよい。シーラント層６０２は、１つ以上の表面に接着剤を備えることが
できる。例えば、図６Ａにおいて、接着剤を、シーラント層６０２の帯または中央部を接
着剤なしに残しつつ、シーラント層６０２の下面の側方領域に沿って設けることができる
。この特定の例では、端部シール６０８および６１０を、シーラント層６０２の端部６１
２および６１４の周囲のシールを容易にするために使用することができるが、他の実施形
態では、補助シールを、さらなるシールをもたらすために任意の場所に使用することがで
きる。
【００５４】
　いくつかの例では、シーラント層、支持体、および／または１つ以上の補助シールを、
装置６００を減圧源へと接続するために使用することができるコネクタまたはポートをあ
らかじめ備えるように構成することができる。図６Ａの特定の例では、一方の端部シール
６１０が、随意によるコネクタチューブ６２０を使用して吸引装置６１８を取り付けるた
めに使用することができるコネクタ６１６をあらかじめ備えるように構成されている。他
の例では、吸引源またはコネクタチューブを、シーラント層または補助シールを貫いて穴
を形成するように構成することができる。さらに別の例では、吸引装置６１８を、端部シ
ール、シーラント層、および／または支持体６０４と一体に形成することができる。
【００５５】
　図６Ｂに示されるとおり、支持体６０４は、随意により、細長いチャネル６０６の片側
また両側に１つ以上の横フランジまたはフラップ６２２を備えることができる。各々の横
フラップ６２２は、約２ｍｍ～約５０ｍｍ以上、場合によっては約１０ｍｍ～約４０ｍｍ
、他の場合には約２０ｍｍ～約３０ｍｍの範囲の幅（あるいは、自身の最長の寸法に対す
る横方向の寸法）を有することができる。横フラップは、約０．５ｍｍ～約５ｍｍ以上、
場合によっては約０．７５ｍｍ～約３ｍｍ、他の場合には約１ｍｍ～約２ｍｍの範囲の平
均厚さを有することができる。横フラップの厚さは、一様であっても、一様でなくてもよ
く、いくつかの例では、厚さが中央から末端の方向へと先細りまたは減少していてよく、
あるいはその反対でもよい。横フラップ６２２は、細長いチャネル６０６の周囲の材料と
同じまたは異なる材料を含むことができる。いくつかの実施形態においては、支持体６０
４および／または横フラップ６２２が、剛体、半剛体、または可撓であってよく、シリコ
ーン、ウレタン、などを含むことができ、コーティングを備えても、備えなくてもよい。
例えば、支持体６０４の１つ以上の部分が、これらに限られるわけではないが銀合金また
はクロルヘキシジンコーティングなど、抗感染コーティングを備えることができる。横フ
ラップ６２２は、組織に接する表面６２４および／またはシーラント層に接する表面６２
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６に、接着剤を備えても、備えなくてもよい。いくつかの例では、支持体６０４が、キャ
ップ構造６２８をさらに備えることができる。キャップ構造６２８を、細長いチャネル６
０６の上面に位置させることができ、細長いチャネル６０６の片側または両側に突き出す
ように構成することができる。キャップ構造６２８は、約０ｍｍ～約１５ｍｍ以上、場合
によっては最大で約５ｍｍ、他の場合には最大で約１０ｍｍほど、突き出すことができる
。いくつかの例では、１つ以上の細長い横チャネル６３０を、キャップ構造６２８と横フ
ランジまたはフラップ６２２との間に形成することができる。キャップ構造６２８は、支
持体６０４へと収縮するときのシーラント層の穿孔または損傷の危険を軽減できる（軽減
できなくてもよい）丸みを帯びた縁または表面を備えることができる。いくつかの例では
、補助シールや、より大きな厚さ、耐穿孔性、または他の補強の領域を有するように構成
されたシーラント層を、支持体６０４の周囲に配置することができる。横フラップ６２２
および／またはキャップ構造６２８は、細長いチャネル６０６に関して、対称な構成およ
び／またはサイズを有しても、あるいは有さなくてもよい。いくつかの構成においては、
１つ以上の開口を、中央チャネル６０６と横チャネル６３０との間の壁６３２に設けるこ
とができるが、他の構成においては、中央チャネル６０６と横チャネル６３０との間の連
絡を、シーラント層６０２が皮膚へと貼り付かなくてもよく、したがって共通の空間また
はポケットを提供することができる支持体６０４の端部付近においてのみ行ってもよい。
【００５６】
　図６Ｃに示されているとおり、装置６００へと減圧を加えることで、シーラント層６０
２を支持体６０４の周囲または中へと潰すことができる。例えば、シーラント層６０２の
一部分を、細長い横チャネル６３０へと引き込むことができ、あるいは押し込むことがで
きる。他の例では、支持体６０４が、吸引または機械的な構造（クランプまたは押し棒、
引きひも、あるいはシーラント層６０２を支持体６０４へと引き締めるべく取り付けまた
は接続することができる任意の他の相補的な構造）のいずれかによってシーラント層６０
２の支持体６０４への収縮を可能にできる任意のさまざまなくぼみ、開口、溝、チャネル
を備えることができる。いくつかの場合には、このシーラント層６０２の収縮が、傷の縁
６３４を互いに引き寄せても、引き寄せなくてもよい。さらに、減圧を印加することによ
って、傷の縁６３４の間のすき間６３６のサイズを縮小でき、あるいはすき間６３６をな
くすことができる。
【００５７】
　支持体に加えて、創傷治療システムは、シーラント層へと取り入れられ、あるいはシー
ラント層へと取り付けることができる１つ以上の弾性部材をさらに備えることができる。
例えば、弾性バンドまたは糸を、支持体（存在する場合）の弾性に加えて、シーラント層
に設けることができる。いくつかの構成においては、弾性バンドまたは糸が、一様な向き
を有することができるが、他の構成においては、弾性バンドを複数の方向に向けることが
できる。いくつかの場合には、支持体も、傷の組織または縁を特定の方向にさらに機械的
に付勢するように構成できる弾性材料または構造（例えば、ばね）を備えることができる
。いくつかの場合には、ばねが、取り付け可能なクリップを備えることができ、そのよう
なクリップが、弾性的な支持体において追加の力をもたらし、あるいは剛な支持体におい
て収縮力をもたらすために、随意により支持体とともに使用される。
【００５８】
　いくつかの例では、減圧創傷治療システムを、利用可能な装置の長さよりも長くてよい
切開または細長い創傷を治療するために使用することができる。そのような状況において
は、複数の装置、支持体、およびシーラント層を、より大きな創傷を治療すべく別個独立
な構成または重なり合う構成に配置することができる。例えば、図７においては、２つの
別々の支持体７００および７０２ならびにシーラント層７０４および７０６が、端部同士
を接して配置され、接合領域７０８が、第３のシーラント層７１０によって覆われている
。第３のシーラント層７１０の使用は、例えば支持体およびシーラント層が一体またはあ
らかじめ取り付けられた構成にて供給または製造される場合に、有用かもしれない。支持
体７００および７０２ならびにシーラント層７０４および７０６の端部が、接合領域７０
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８において接触するものとして図示されているが、他の例では、不完全なすき間または完
全なすき間が、支持体および／またはシーラント層の間に設けられてもよい。図７に示し
た直列構成に加えて、支持体および／またはシーラント層を、並列な様相に配置すること
も可能である。他の例では、シーラント層が該当の支持体の端部を過ぎて延びている場合
に、一方のシーラント層をもう１つのシーラント層へと重ねることができるため、第３の
シーラント層を使用する必要がない。他の例では、複数のシーラント層または支持体を用
意して使用することができるが、そのようなシーラント層または支持体の数が、それぞれ
支持体またはシーラント層の数よりも少なくてよい。また、より長く、あるいはより大き
い支持体またはシーラント層においては、２つ以上の吸引装置を使用してもよい。
【００５９】
　並列および／または直列の様相で配置することができる複数の支持体に加えて、いくつ
かの実施形態においては、支持体そのものが、一体に接続されて完全な支持体を形成する
複数の部分を含むことができる。例えば、図８においては、支持体８００が、２つの細長
い支持体セグメント８０２および８０４を含んでおり、支持体セグメント８０２および８
０４が、おおむねそれらの長手方向の長さに沿って、結合インターフェイス８０６におい
て接合されるように構成されている。別々の縦長セグメント８０２および８０４を備える
支持体８００を、各々のセグメント８０２および８０４を切開または創傷の一方の縁へと
別々に（例えば、接着剤または縫合によって）取り付け、その後に一体に結合させること
によって傷の縁を近付けるように使用することができる。いくつかの場合には、結合可能
な別々の構成部品の方が、一体物の支持体よりも皮膚への取り付けが容易であるかもしれ
ない。縦長セグメント８０２および８０４は、剛体、半剛体、または可撓であってよい。
セグメント８０２および８０４が、例えばおそらくは結合インターフェイスを除いておお
むね対称に分割され、各々が構造体の約５０％に貢献するものとして図示されているが、
他の例では、縦長セグメントが、非対称に分割されていてもよい。図８に示されている結
合インターフェイス８０６は、各々のセグメント８０２および８０４の縦長の内表面８１
２に沿って位置した相補的な溝８０８および畝８１０の組を備えているが、他のスナップ
式のはまり合いなど、任意のさまざまな結合インターフェイス８０６が使用可能である。
他の固定用のインターフェイス、機構、または構造として、これらに限られるわけではな
いが再シール可能な接着層、スライドロック、ヒンジクランプ、クリップ、固定ピンと固
定用の管腔、ジッパー、弾性結束バンド、などを挙げることができる。いくつかの例では
、シーラント層を一体物の支持体へと収縮させるために使用することができる構造を、シ
ーラント層を複数のセグメントからなる支持体へと収縮させるため、および／または複数
のセグメントからなる支持体のセグメントを一体に結合させるためにも使用することが可
能である。
【００６０】
　図９Ａが、弾性支持体９０２と随意による吸引システム９０４とを備えている陰圧治療
システム９００の一例を示している。随意によるコンタクト層９０６を、弾性支持体９０
２の下方に設けることができる。弾性支持体９０２は、１つ以上の長手方向の導管９０８
またはチャネルを備えて構成される。導管またはチャネルは、完全に囲まれていても、あ
るいは少なくとも部分的に開いていてもよい。図９の導管９０８は、下方の創傷または切
開との空気または流体の連絡を可能にするための複数の開口９１０を有する閉じた形態を
有している。この特定の例では、弾性支持体９０４の横フラップ９１２が、切開または創
傷と開口９１０との間で導管９０８および外部空間（存在する場合）の一部を少なくとも
シールするために使用することができる接着剤を備えることができる。いくつかの他の例
では、横フラップ９１２が、支持体の一方または両方の端部まで延びることができるが、
図９Ａに示されている例では、端部シール９１４および／または９１６を、支持体９０２
の端部９１８および９２０の周囲のシールを容易にするために使用することができる。す
でに述べたように、少なくとも一方の端部シール９１６に、吸引システム９０４を取り付
けるためのコネクタ９２２を設けることができるが、他の実施形態においては、コネクタ
を弾性支持体９０２に位置させてもよい。さらに他の例では、大きなシーラント層を、支
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持体の少なくとも大部分を覆うように使用することができ、保護層を備えても、備えなく
てもよい。例えば、弾性支持体のいくつかの実施形態は、弾性的に傷の縁を引き合わせる
ように構成された分割型の非シールの横フラップを備えることができる。分割は、弾性支
持体の部分ごとのやり方での適用を容易にすることができるが、シールの能力をもたらし
ても、もたらさなくてもよく、弾性支持体を覆って適用されるシーラント層を、支持体の
周囲に密封された空間をもたらすために使用することができる。
【００６１】
　図９Ｂ～図９Ｄを参照すると、使用時に、弾性支持体９０２のフラップ９１２を弾性的
に引き伸ばし、あるいは互いに離れるように引き離すことができ、引き伸ばされた状態で
、各々のフラップ９１２が切開または創傷のそれぞれの縁の皮膚表面９２２へと貼り付け
られるように、切開または創傷へと適用することができる。いくつかのやり方においては
、支持体９０２が、フラップ９１２の長手方向の長さの大部分を引き伸ばすことができる
ように充分に堅固または剛であってよいが、他の構成においては、フラップ９１２のより
小さな一部分を引き離すことができ、このことは、支持体を部分ごとのやり方で接着また
は取り付けできるようにすることで、非直線の切開または創傷への支持体の適用を容易に
することができる。ひとたび皮膚表面９２０へと貼り付けられると、引き伸ばしまたは変
形の力を緩めることができ、支持体９０４の弾性または付勢によって傷の縁９２２をお互
いに向かって押すことができる。ひとたび完全にシールされると、吸引源９０４を作動さ
せて、導管９０６内の圧力を下げることができ、さらには／あるいは切開または創傷から
空気または流体を取り去ることができる。このことは、治癒の促進および／または生じう
る流体ポケットの排出のための低い圧力をもたらすほかに、傷の縁９２２の間のすき間９
２４（存在する場合）をさらに小さくすることができる（できなくてもよい）。図９Ｅが
、より長さの長い切開または創傷を治療するために、どのようにフラップ９１２を有する
２つの弾性支持体９０２を、直列または端部同士のやり方で、接合部９５８を補助シール
９６０によって覆うことによって配置できるかを示している。すでに述べたように、支持
体９０２および支持体のフラップ９１２の端部が、接合領域９５８において接するものと
して図示されているが、他の例では、不完全なすき間または完全なすき間が、支持体およ
び／または支持体のフラップの間に設けてもよい。
【００６２】
　弾性支持体は、任意のさまざまな構成を備えることができる。図９Ｂ～図９Ｄに示され
ているように、弾性支持体９０２は、フラップ９１２および／または導管９０８の壁９２
８の弾性（存在する場合）を補うことができるエラストマ部材９２６を備えることができ
る。さらに図示されるとおり、弾性支持体９０２の開口９１０を、エラストマ部材９２６
に直接設けることができ、いくつかの構成においては、開口９１０の形状が、フラップ９
１２へと力が加えられたときに変形してもよい。図１０Ａ～図１０Ｃが、フラップ９５２
を有する弾性支持体９５０の別の実施形態を示しており、開口９５４が、非弾性構造９５
６に設けられている。したがって、エラストマ部材９５８が引き伸ばされるとき、開口９
５４は同じ形態を維持する。非弾性構造９５６は、リングまたは枠など、任意のさまざま
な形態を有することができ、開口９５４の不完全または完全な外周を形成することができ
る。非弾性構造９５６は、各々の開口９５４ごとに別々であっても、あるいは互いに接続
されていてもよい。図１１Ａ～図１１Ｃは、特定のエラストマ部材が使用されないよう、
弾性材料を含むフラップ９７２を備えている弾性支持体９７０のさらに別の実施形態を示
している。この特定の実施形態においては、弾性支持体９７０が、開放チャネル９７４を
備えている。開放チャネル９７４は、個別の開口を有しておらず、代わりに、チャネル９
７４の全長にわたって、下方に位置する切開または創傷の縁９２２または空間９２４へと
広く開いている。図１１Ａ～図１１Ｃに示されるとおり、弾性支持体９７０を、縫合糸９
７８またはホチキスなどの他の種類の切開閉じ具で閉じられた切開９７６へと適用するこ
とができる。縫合糸９７８は、任意の種類の縫合糸であってよく、連続縫合および結節縫
合など、任意のさまざまな縫合技法によって使用することができる。いくつかの変種にお
いては、縫合糸９７８が、傷の縁９８０の接近をおおむね維持することができるが、縫合
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糸９７８に作用する分離の力が、組織の緊張の局所領域を生じうる。切開への弾性支持体
９７０の適用を、切開９７６の長さの大部分について切れ目のない追加の力を加えるため
に使用することができ、そのような追加の力で、局所組織の緊張を軽減し、おそらくは切
開の治癒を改善することができる（必ずしもそのような結果が得られなくてもよい）。
【００６３】
　他の実施形態においては、本明細書に記載に装置を、細長くない切開または創傷の治療
にも使用することができる。図１２～図１５が、細長い陰圧治療システムを細長くない創
傷の治療に使用する種々の例を示している。例えば、図１２においては、細長い陰圧治療
装置１０００およびシーラント層１００２が、傷１００４の外周の周囲に配置されている
。この例においてさらに示されるとおり、装置１０００は、変化するサイズの開口１００
６、１００８、および１０１０を備えることができる。いくつかの場合には、より小さな
開口１００４を、吸引源またはインターフェイス１０１２により近い距離において使用で
きる一方で、より大きな開口１００８を、比較的遠い距離において使用することができる
。さらに別の例では、開口のサイズが一様であってよいが、開口の数および／または間隔
を、装置の長手方向の長さに沿って変化させることができる。
【００６４】
　図１３は、傷１０２２に対してらせん状の向きに配置された陰圧治療装置１０２０の別
の例を示している。いくつかの場合には、らせん状の向きが、傷１０２２中心付近の圧力
または吸引を、図１２に示した配置の装置に比べて、増大させることができる。図１４が
、細長くない創傷１０３６に沿って往復またはジグザグの向きに配置された交互の剛体部
分１０３２および屈曲部分１０３４を備えている装置１０３０のさらに別の例を示してい
る。すでに述べたように、いくつかの例では、剛体部分１０３２を、屈曲部分１０３４ま
たは装置の他の継ぎ目に対して回転させることもできる。図１３に示されるとおり、装置
は、必ずしも傷１０３６の境界の内側に完全に位置する必要はなく、装置の開口１０３８
のすべてが傷の境界の内側に位置しているが、他の例では、１つ以上の開口が傷の境界の
外側に位置してもよい。
【００６５】
　図１５が、複数の装置１０４０およびシーラント層１０４２が非直線の外科的切開を閉
じるために使用される別の例を示している。この特定の実施形態においては、横方向の切
開１０４４と中央の切開１０４６とによるＴ字形の切開を含む外科的切開が、各々の切開
１０４４および１０４６へと適用される２つの開放チャネル型の装置１０４０（重なり合
うシーラント層１０４２を備えている）を使用して治療される。他の例では、２つ以上の
装置および２つのシーラント層を使用することができ、例えば、１つのより長い装置を、
中央の切開１０４６の全長にわたって使用することができ、２つのより小さい装置を、横
方向の切開１０４４の残りの部分の各々に沿って使用することができる。いくつかの場合
には、開放チャネルの装置１０４０を、外科的な閉鎖がホチキス１０４８または任意の他
の突き出しを有する閉鎖部品によって行われる場合に使用することができる。
【００６６】
　本明細書において、いくつかの実施形態を図示および説明したが、それらの実施形態が
、あくまでも例として提示されているにすぎないことを、当業者であれば理解できるであ
ろう。多数の変種、変更、および置き換えが、当業者にとって、本発明から離れることな
く可能である。本明細書に記載の実施形態について、種々の代案も使用可能であることを
理解すべきである。以下の特許請求の範囲が、本発明の技術的範囲を定めるものであり、
それら特許請求の範囲の技術的範囲に含まれる方法および構造、ならびにそれらの均等物
が、特許請求の範囲によって保護される。本明細書に記載のすべての実施形態において、
方法の各工程は必ずしも順に実行される必要はない。
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